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新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による令和２年度の修学旅行等、校外での教育活動について（通知） 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、令和２年７、８月に実施する校外での教育活動の実施に際し、

次のとおりといたしますので、適切に対応していただきますようお願いします。 

 ９月以降については、改めて、通知させていただきます。 

 なお、新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、今後変更が生じる場合があります

ので、ご承知おきください。 

 

 

記 

 

１ 修学旅行及び泊を伴う学校行事について（林間・臨海指導を含む） 

  ・原則として、延期もしくは中止とする。 

   

２ 遠足（校外学習）や職場体験学習等、泊を伴わない校外での教育活動について 

  ・移動に公共交通機関や貸切バスを使用する場合は、原則として、延期もしくは中止とする。 

  ・実施する場合においては、クラスター発生のリスクを下げるための３つの原則を留意することはもち

ろんのこと、幼児児童生徒の健康状態や訪問地の状況を十分に把握したうえで保護者へ周知し、ご理

解いただき実施するようお願いします。 

 

３ その他 

  ・上記対応が困難な場合は、個別に下記担当へ相談すること。 

  ・国の令和２年度補正予算案に計上された「修学旅行の中止や延期に伴うキャンセル料等への支援」に

ついてあらためて文部科学省に確認したところ、その対象は、令和２年３月に出発を予定していた修

学旅行となるとの見解が示されたところです。今年度分については未定の状況です。 

  ・なお、本市としての対応を検討するため、今年度の各校における修学旅行等の中止や延期に伴うキャ

ンセル料の状況等について、近日中に調査を予定しております。ご協力よろしくお願いします。 

 

 
【問合せ】 

指導部  初等・中学校教育担当 

（是澤・糸川） TEL 6208-9186 

第１教育ブロック TEL 6208-9187 

第２教育ブロック TEL 6208-9152 

第３教育ブロック TEL 6208-9036 

第４教育ブロック TEL 6208-9176 


